
シルバー人材センターにおける新たな契約形態の概要

姫路市
シルバー人材センター

会員業務仕様書

シルバー人材センター利用契約

・業務仕様書に基づき仕事の遂行

・マッチング業務
・姫路市へ報酬の
代理請求、代理徴収
・事故発生時の対応
・事務処理全体調整業務

など

シルバー会員

SC利用規約

姫路市がセンターを通じて会
員に業務を委託する際の基本

的なルール

会員業務就業規約

会員がセンターを通じて就業
する際の基本的なルール

※就業機会の提供を受ける前
提として規約に同意

同意

姫路市は各規約に同意のうえ契約

公開

※書面または電磁的方法による就業条件の明示。
会員による署名までは必要としない。
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